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第1表の1 新受･既済･未済人員数等

東京第一～第六･立川検察審査会
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東京第一～第六

の合計

東京第六

29 15 27 1 28鞠 23 1 鯉4 2 18 鞄、野領
30 19 13 2 15葡4 1 22 1 1 蝿5 1 2 3 19 鰯

1 9 54 5 1 60稲 2 52 5＆ 9 5 26 14 露〃
2 15 11 1 12参罰 3 19 1 3鋪 3 11 9 4
3 4 21 1 22鼬6 1 19 2 1 遇3 3 9 10 1 鯛

29 54 194 3 1972戯 2 132 1 71 6 82 55 40 29 噸Z5

30 45 164 1 2 167通2 1 1 80 4 62 2150 21 91 13 25 鼬

1 62 149 5 1 155217 5 115 43 1 164 23 75 49 17 銅
2 5 155 3 158211 6 19 127 5 13 ’70 25 25 73 37 10 41
3 41 556 2 558599 1 20 138 5 70 234 19 129 62 24 365

(注） ｢建議勧告件数｣欄は件数建てによる事件数であり,その他の欄はすべて被疑者数による延べ人員である。

令和3年は, 10月末日までの人員数である。



第1表の2第2段階の審査(法第41条の2による審査）
東京第一～第六･立ﾉll検察審査会
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(注） 1.審査期間は,公訴を提起しない処分をした旨の通知を受けた日，又は起訴を相当とする織決
の謄本を検察庁に送付した日から3月(又は最長で3月の延長)を経過した日から数える。

2.令和3年は, 10月末日までの人員数である。
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第2表罪名別新受人員数(令和3.1.1～令和3.10.31)

東京第一～第六･立ﾉll検察審査会

(注） 「強制わいせつ,強制性交等,同致死傷等｣には,平成29年法律第72号による改正前の｢強姦，
強姦等致死傷｣(177条～179条, 181条)を含む。

順位 罪 名
東京第一

～第六の
合計 第一 第二 第三 第四 第五

I■■■■■■■■■■■■■■

第六 立川

管内検審
計
ｊ
合
い

1 公職選挙法違反 343 3 340 343

2 傷害，同致死 65 4 56 1 2 2 7 72

3 政治資金規正法違反 25 14 ll 25

4 業務上過失致死傷 18 17 1 3 21

5

自動車の運転により人を

為等の処罰に関する法律
死傷等）

死傷させる行

(過失運転敦 8 2 2 2 2 2 10

6 詐欺 10 2 2 3 2 1 10

7 暴行 8 3 1 2 １ 1 1 9

8 名誉穀損，侮辱
q ●

8 1 1 3 3 8

9 職権濫用，同致死傷等 7 7 7

10 特別公務員暴行陵虐，同致死傷
C

f

7 7 7

’ 11 文書偽造 旬 3 2 1 3 6

12 住居侵入等 ． 5 1 2 2 5

13 贈収賄 Q
4 4 4

14 過失致死傷 3 2 1 1 4

15 賭博場開帳図利 3 3 3

16 殺人， 自殺関与及び同意殺人 2 2 1 3

17 脅迫，強要 1 1 2 3

18 窃盗 1 1 2 3

19 道路交通法違反 3 2 1 3

20 虚偽告訴等

。

2 1 1 2

21 強制わいせつ 2 1 1 2

22 強姦，強姦等致死傷 2 1 1 2

23 労働基準法違反 2 2 2

24 放火 1 1 1

25 信用殴損及び業務妨害 1 １ 1

26 民事執行法違反 ‘ ． 1 1 1

27 その他（罪名不明・記載なし） 1 1 1

合 計 536 30 30 64 21 25 366 22 558



第3表起訴相当｡不起訴不当事件の事後措置等(平成21 5.21~令和3.10.31)

東京第一～第六･立川検察審査会
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（ ）内は，執行猶予が付されたもので内数である。

原不起訴処分の理由と， 当該事件について，その後，検察官が執った事後措置及び第一(注） この表は，当該年度に起訴相当又は不起訴不当の議決があった事件についての，
審裁判所の裁判結果等を記載したものである。 ．


